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［相談事例］                                        

ＮＰＯ法人名で告発通知と書かれた封書が届いた。「過去に違法なわいせ

つビデオを購入したので告発する。告発を取り下げたい場合は電話をするよ

うに。」と書かれていた。 

驚いて差出人に電話をかけたら、「今なら告発を取り下げることができる

ので、３００万円を郵送するように。」と言われた。１０年程前に、ポルノ

ビデオを購入したことがあり心配だ。どうしたらよいか。 
 

［アドバイス］                               

  ＮＰＯ法人を名乗る団体や弁護士をかたる人から「違法なわいせつビデ

オ・ＤＶＤの購入者を告発する。取り下げたければ電話をするように。」

などと書かれた告発通知が届いたという相談が寄せられています。 

  「違法」「告発」などと不安をあおって電話をかけさせ、取り下げ料な

どの料金を請求する架空請求の手口です。 

心当たりがあっても、なくても絶対に電話をしてはいけません。電話を

かけてしまい、金銭を請求されても、決して支払わないでください。 

  不安に思ったり、対処に困ったりする場合には消費者センターにご相談

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■相談日……月曜日～土曜日（土曜日は電話相談のみ） 
（日曜日・祝日・祭日・年末年始はお休みです。） 

■相談時間…午前９時００分～午後４時３０分 

■所在地…墨田区押上２-１２-７ セトル中之郷２階 
● 東武伊勢崎線･東京メトロ半蔵門線・京成押上線・都営浅草線 

「押上駅」Ａ３出口徒歩３分    

● 東武伊勢崎線「とうきょうスカイツリー駅」駅徒歩７分 




